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変更後
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敷地の考え方：建物を計画する敷地（本管布設時は考慮しない） 敷地の定義：本管布設時に一体として利用している敷地

手 続 き 排確申請時に登記簿等の参考図を添付 排確申請時に新たに「取付管設置申請書」を提出

本管対応（取付管ではなく新たに本管布設を要する）の場合は、下水道整備課に本管整備予定を確認してください。

基　準

取付管設置基準が変わります＜参考＞
（建築予定地に取付管が無い場合は、市が設置可能かを必ず事前に確認してください）

市は「敷地面積が500㎡以下なら１本、これを上回る場合は500㎡毎に１本追加の基準（これを面積基準といいます）」に応じて設置

設 置 例

市が設置できる場合は、手続き等に条件があります。
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下水本管：

取 付 管：

分 筆 線：

●本管布設時に整備

○本管布設後
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